
   

※受注者等を通じて行います。

（令和３年１０月１日施行）

瀬　戸　市

（令和３年８月）

瀬戸市公契約条例の手引き

公契約条例

地域経済の健全な発展

市民が豊かに暮らすことが

できる地域社会の実現

受注者等 労働者等

瀬戸市

適正な労働条件や労働環境の確保

公共工事や公共サービスの品質の向上
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１ 条例の目的                           

 

国や地方公共団体などの公的機関が、民間事業者に発注する公共事業等に係る契

約を公契約といいます。 

公契約での厳しい価格競争を原因とした低価格入札等が引き起こす労働者への

しわ寄せを防止し、適正な労働条件等を確保する必要があることから、「瀬戸市公

契約条例」を制定しました（令和３年１０月１日施行）。 

この条例では、公契約に関する基本方針を定めるとともに、市と受注者等の責務

を明らかにすることにより、労働者等の適正な労働条件や労働環境の確保、公共事

業等の品質の向上を図ることで、地域経済の発展と市民が豊かに安心して暮らすこ

とができる地域社会の実現を目的としています。 

 

 

２ 用語の定義                           

 

この手引きにおける用語の定義は、次のとおりです。 

 

公契約 ・市が締結する工事、製造、業務委託その他の契約 

特定公契約 

・市が受注者等に対して、労働条件報告書の提出や特定公契約で

あることを明示する看板の掲示等を義務付ける次の公契約 

① 予定価格が５，０００万円（税込）以上の工事 

② 予定価格が１，０００万円（税込）以上の業務委託（市庁

舎の清掃業務、市庁舎の電話交換・受付業務、給食調理業務） 

※ 指定管理者制度による業務は含みません。 

公共事業等 ・市が行う公共事業や公共サービス 

受注者等 

・市と公契約を締結する者（受注者、いわゆる元請） 

・受注者から公契約業務の一部を受注する者（下請負者や再委託

業者） 

労働者等 

・受注者等に雇用され、公契約業務に従事する者（労働者） 

・自ら労力を提供し、公契約業務に従事する者（一人親方） 

※ 下請負者や再委託業者に雇用される者を含みます。 

※ 同居の親族のみを使用する事業に使用される者、同居の親

族のみを使用する事務所に雇用される者（同居の親族のみの

雇用の場合）は該当しません。 
 



－２－ 

３ 条例の概要                           

 

瀬戸市公契約条例の主な内容は、次のとおりです。 

 

事項 主な内容 

基本方針 

（第３条） 

・本市の公契約に関する基本方針は、次の４項目です。 

① 入札及び契約の透明性並びに競争の公正性を確保する

とともに、不正行為の排除を徹底し、適正化を図ること。 

② 予定価格の算出、相手方の決定その他の入札及び契約に

関する事務を適切に行うこと。 

③ 労働者等の適正な労働環境及び公共事業等の良好な品

質を確保すること。 

④ 地域経済及び地域社会の健全な発展を図ること。 

市の責務 

（第４条） 

【市が行うこと】 

・市は、この条例の目的を達成するため、基本方針の下に公契

約に係る施策を推進します。 

受注者等の責務 

（第５条） 

【受注者等が行うこと】 

・受注者等は、基本方針を踏まえ、公契約に係る市の取組に協

力するよう努めるとともに、公契約に携わる者として、社会

的な責任を自覚し、公契約を適正に履行することとします。 

・受注者等は、労働基準法や最低賃金法その他の関係法令を遵

守し、適正な労働条件の確保と労働者等との対等な労使関係

の構築に努めるとともに、下請負者や再委託業者へ業務の一

部を発注する場合は、相手方と対等な立場における合意に基

づいた適正な契約を締結しなればならないこととします。 

市内事業者の活

用 

（第５条） 

【受注者等が行うこと】 

・受注者等が下請負者や再委託業者を選定するとき、資材等を

調達するときは、市内事業者や市内で生産された資材等を活

用するよう努めることとします。 

適正な労働条件

の確保 

（第６条） 

【市が行うこと】 

・市長は、特定公契約について、受注者等に対して、労働条件

の確保についての報告を求めることができます。 

・必要があると認めるときは、受注者等に対して、調査を行う

とともに、必要な措置をとるべき旨の指導を行うことができ

ます。 
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【受注者等が行うこと】 

・受注者等は、労働条件報告書を作成し、契約締結後速やかに

市長へ提出します。 

・適正な労働条件が確保されているか確認するために市長が行

う調査に協力してください。 

・調査の結果、市長から労働条件改善通知書による通知を受け

た場合は、労働条件の改善を行い、労働条件報告書を作成し、

速やかに市長へ提出してください。 

 

☞ 受注者等が行う手続きは「５ 適正な労働条件の確保」（４

ページ～８ページ）を参照してください。 

品質の確保 

（第７条） 

【市が行うこと】 

・市長は、公契約の適正な履行、公共事業等の良好な品質や労

働者等の適正な賃金を確保するため、適正な積算根拠に基づ

き、予定価格を算出します。 

・市長は、特に必要があると認めるときは、受注者等に対し、

履行体制について、調査を行うことができます。 

・調査の結果、是正が必要であると認めるときは、必要な措置

をとるべき旨の指導を行うことができることとします。 

【受注者等が行うこと】 

・受注者等は、適正な履行体制を確保し、公共事業等の良好な

品質の確保に努めることとします。 

・受注者等は、履行体制について、市長が行う調査に協力して

ください。 

・調査の結果、市長から必要な措置をとるべき旨の指導を受け

た場合は、速やかに是正の措置を講じ、市長に措置の内容を

報告してください。 

 

☞ 受注者等が行う手続きは「６ 品質の確保」（９ページ

～１０ページ）を参照してください。 

意見聴取 

（第８条） 

【市が行うこと】 

・市は、公契約に関する取組を適正に行うため必要があると認

めるときは、学識経験者、事業者その他関係団体等の意見を

聴くことができます。 
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４ 特定公契約の範囲                        

 

市長は、次の特定公契約について、受注者等に対して、労働条件報告書の提出や

特定公契約であることを明示する看板の掲示等を義務付けます。 

 

区分 適用範囲※ 

工事請負契約 ・予定価格が５，０００万円（税込）以上のもの 

業務委託契約 ・予定価格が１，０００千万円（税込）以上のもののうち、 

① 市庁舎の清掃業務 

② 市庁舎の電話交換・受付業務 

③ （保育園や学校などの）給食調理業務 

※１ 適用範囲は、入札等に係る公告や指名通知などでお知らせします。 

※２ 長期継続契約等契約期間が１年を超える契約の場合は、１年分に換算した額で判

定します。 

 

 

５ 適正な労働条件の確保                     

 

特定公契約で、受注者等が行う手続きは、次のとおりです。 

 

(1) 入札等への参加 

(2) 契約の締結 

(3) 労働条件報告書の提出等 

(4) 労働者への周知 

 

☞ 手続きの流れについては、次のフローを参照してください。 

・適正な労働条件の確保に関する手続きフロー（７ページ） 

・労働者への周知に関する手続きフロー（８ページ） 
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(1) 入札等への参加                       

 

市が、特定公契約を発注する際は、入札等に係る公告又は指名通知等において、

次に掲げる事項を明示します。 

入札等に参加しようとする事業者にあっては、公告又は指名通知等に明示され

た内容を了承したうえで入札等に参加してください。 

 

① 条例第６条に規定する特定公契約に該当すること。 

② 受注者が自ら使用する労働者に係る労働条件報告書及び下請負者に係

る労働条件報告書の提出を受注者に求めること。 

③ 特定公契約であることを明示する看板の掲示等を受注者に求めること。 

 

 

(2) 契約の締結                         

 

特定公契約の受注者が決定したときは、市と受注者が締結する契約書に、適正

な労働条件の確保についての報告に関する特約条項（規則別記様式）を添付しま

す。 

 

 

(3) 労働条件報告書の提出等                   

 

 特定公契約において、従事する労働者等が安心して働くことができるよう、適

正な労働条件が確保されているどうかを確認するため、受注者等は、労働条件報

告書（第１号様式）を作成し、市に提出してください。 

 

① 市（契約担当課）から労働条件報告書（第１号様式）の様式を受注者に

送付します。 

② 受注者（元請）は、受注者自らが雇用し公契約業務に従事する労働者の

労働条件報告書（第１号様式）を作成し、契約締結後速やかに、着手関係

書類とともに市（契約担当課）へ提出してください。 

③ 受注者（元請）が、業務の一部を第三者に請負又は再委託するときは、

受注者（元請）が当該下請負者に労働条件報告書（第１号様式）を作成さ

せ、下請負契約の締結後速やかに、受注者（元請）が取りまとめのうえ、

市（契約担当課）へ提出してください。 

④ 下請負者が、業務の一部を第三者に請負又は再委託するときも、③と同
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様に、受注者（元請）が取りまとめのうえ、市（契約担当課）へ提出して

ください。 

⑤ 市（行政課）は、受注者等から提出された労働条件報告書を確認した結

果、必要があると認める場合は、受注者等に対して、聴取り調査等を実施

しますので、調査に協力してください。 

⑥ 市（行政課）は、労働基準監督署等関係機関と協議し、労働条件の改善

が必要と判断したときは、受注者等に対して、労働条件改善通知書（第２

号様式）により通知します。 

⑦ 受注者等は、労働条件改善通知書による通知を受けた場合は、労働条件

の改善を行い、その内容を労働条件改善報告書（第３号様式）により、速

やかに市（行政課）へ報告してください。 

 

 

(4) 労働者への周知                       

 

 特定公契約であることを従事する労働者等に周知するため、受注者（元請）は、

看板の掲示等を行います。 

 

① 市（契約担当課）から、受注者に対して、特定公契約に該当することを

表す看板を貸与します。 

② 受注者（元請）は、労働者が見やすい場所に看板を掲示します。看板は、

契約期間の全期間中設置してください。 

なお、現場の状況等により看板の掲出が困難な場合は、市（契約担当課）

と協議のうえ、チラシの配布等代替措置を講じてください。 

③ 受注者（元請）は、契約期間終了後、速やかに市（契約担当課）に貸与

された看板を返却してください。 

 

 



受注者 下請負者

②入札公告・指名通知（特定公契
　約であることを明示）

③入札等の実施

⑭労働条件の改善を実施
要領第５条第
３項

⑬労働条件改善通知書により通知
要領第５条第
２項

⑪労働条件報告書を受領
要領第４条第
４項

聴取り等の調査に協力
⑫労働条件報告書を確認、聴取り
　等の調査

⑥速やかに労働条件報告書を作
　成、提出

⑤労働条件報告書の様式を送付

⑮労働条件改善報告書を作成、提
　出

⑯労働条件改善報告書を受領

⑦下請負契約を締結

⑧労働条件報告書の様式を送付

⑨契約締結後速やかに労働条件報
　告書を作成、提出

⑩労働条件報告書を取りまとめ、
　原本を提出

受注者等

①予定価格を作成（特定公契約に
　該当するかを判断）

適正な労働条件の確保に関する手続きフロー

関係機関と協議し
労働条件の改善が必要と判断

根拠

規則第２条

要領第３条

規則第３条

条例第６条第
１項、要領第
４条第１項

要領第４条第
１項

要領第４条第
２項

要領第４条第
２項

条例第６条第
２項、要領第
５条第１項

発注者（瀬戸市）

④契約の締結（特約条項を添付）
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受注者 下請負者

⑥契約期間終了後返却
要領第６条第
２項

⑦看板等を受領
要領第６条第
２項

労働者への周知に関する手続きフロー

発注者（瀬戸市）
受注者等

根拠

⑤´看板の掲出が困難な場合は、
　代替の方法により周知

①入札公告・指名通知（特定公契
　約であることを明示）

要領第３条

②入札等の実施

③契約の締結（特約条項を添付） 規則第３条

④特定公契約に該当することを明
　示する看板を貸与

要領第６条第
１項

⑤労働者が見やすい場所に看板
　を掲示

要領第６条第
１項

契約期間の全期間中設置
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６ 品質の確保                           

 

公共事業等の良好な品質を確保するため、受注者等は、安全衛生その他の労働環

境を整備するなど、適正な履行体制の確保に努めなければなりません。 

 

☞ 手続きの流れについては、次のフローを参照してください。 

・品質の確保に関する手続きフロー（１０ページ） 

 

① 受注者等は、適正な履行体制を確保し、公契約業務を履行してください。 

② 市（行政課）は、特に必要があると認めるときは、受注者等に対して、調

査を実施しますので、調査に協力してください。 

③ 市（行政課）は、調査の結果、是正が必要であると判断したときは、受注

者等に対して、必要な措置をとるべき旨の指導を行います。 

④ 受注者等は、速やかに是正の措置を講じ、その内容について市（行政課）

へ報告してください。 

 



受注者 下請負者

⑨是正措置の確認

⑥（必要があると認めるとき）
　履行体制について調査

条例第７条第
５項

履行体制の是正が必要と判断

条例第７条第
４項

条例第７条第
３項

⑦必要な措置をとるべき旨の指導

履行体制についての調査に協力

⑧速やかに必要な是正措置をとり、当該措置内容を報告

⑤´適正な履行体制を確保し、業務を履行

品質の確保に関する手続きフロー

発注者（瀬戸市）
受注者等

根拠

①適正な積算根拠に基づき、予定
　価格を算出

条例第７条第
１項

条例第７条第
２項

②入札公告・指名通知（特定公契
　約であることを明示）

要領第３条

④契約の締結（特約条項を添付）

③入札等の実施

規則第３条

⑤適正な履行体制を確保し、業務を履行
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瀬戸市公契約条例をここに公布する。 

令和３年６月２５日 

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市条例第２１号 

瀬戸市公契約条例  

 （目的）  

第１条 この条例は、公契約に係る基本方針を定めるとともに、市及び受

注者等の責務を明らかにすることにより、公契約の履行に係る業務に従

事する労働者等の労働条件、安全衛生その他の労働環境の適正な整備が

確保されること並びに公契約に係る事務の質及び公共事業等の品質の向

上を図り、もって地域経済の発展及び市民が豊かに安心して暮らすこと

ができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。  

 （定義）  

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。  

⑴ 公契約 市が締結する工事、製造、業務委託その他の契約で、市が

その目的たる給付に対して対価の支払をすべき契約をいう。  

⑵ 特定公契約 公契約のうち、規則で定める公契約をいう。  

⑶ 公共事業等 市が行う公共事業及び公共サービスをいう。  

⑷ 受注者等  市と公契約を締結する者及び市以外の者から公契約の履

行に係る業務（以下「公契約業務」という。）の一部を受注する者

（以下「下請負者」という。）をいう。  

⑸ 労働者等  次のいずれかに該当する者をいう。  

ア 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第９条に規定する労働者

（同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家



 

－１２－ 

事使用人を除く。）であって、受注者等に雇用され、公契約業務に

従事する者  

イ 自らが提供する労務の対価を得るために、受注者等との請負契約

により公契約業務に従事する者  

（基本方針）  

第３条 公契約に係る基本方針は、次のとおりとする。  

 ⑴ 入札及び契約の透明性並びに競争の公正性を確保するとともに、不

正行為の排除を徹底し、適正化を図ること。  

 ⑵ 予定価格の算出、相手方の決定その他の入札及び契約に関する事務

を適切に行うこと。  

 ⑶ 労働者等の適正な労働環境及び公共事業等の良好な品質を確保する

こと。  

 ⑷ 地域経済及び地域社会の健全な発展を図ること。  

 （本市の責務）  

第４条 市は、この条例の目的を達成するため、前条に規定する基本方針

の下に公契約に係る施策を総合的に推進するものとする。  

 （受注者等の責務）  

第５条 受注者等は、第３条に規定する基本方針を踏まえ、公契約に係る

市の取組に対し協力するよう努めなければならない。  

２ 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契

約を適正に履行しなければならない。  

３ 受注者等は、労働基準法、最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）

その他の関係法令を遵守し、適正な労働条件の確保に努めるとともに、

労働者等と対等な労使関係を構築するよう努めなければならない。  

４ 受注者等は、下請負者の選定又は資材の調達に当たっては、地域経済
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の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する者又は本市の区

域内で生産された資材等を活用するよう努めるとともに、下請負者と適

正な契約を締結し、適切な下請代金の支払、労働環境の整備及び事業場

に係る安全対策の徹底により、公契約業務に係る質の向上に取り組まな

ければならない。  

 （適正な労働条件の確保）  

第６条 市長は、特定公契約について、受注者等に対し、労働条件の確保

について報告を求めることができる。  

２ 市長は、前項の報告を受け、必要があると認めるときは、調査を行う

とともに、受注者等に対し、必要な措置をとるべき旨の指導を行うこと

ができる。  

 （品質の確保）  

第７条 市長は、公契約の適正な履行、公共事業等の良好な品質及び労働

者等の適正な賃金を確保するため、適正な積算根拠に基づき、予定価格

を算出するものとする。  

２ 受注者等は、公契約業務の履行に当たっては、適正な履行体制を確保

し、公共事業等の良好な品質の確保に努めなければならない。  

３ 市長は、特に必要があると認めるときは、受注者等に対し、履行体制

について、調査を行うことができる。  

４ 市長は、前項の調査の結果、是正が必要であると認めるときは、受注

者等に対し、必要な措置をとるべき旨の指導を行うことができる。  

５ 受注者等は、前項の規定により指導を受けたときは、速やかに是正す

るために必要な措置をとり、市長に当該措置の内容を報告しなければな

らない。  

 （意見聴取）  
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第８条 市は、公契約に関する取組を適正に行うため必要があると認める

ときは、学識経験者、事業者その他関係団体の意見を聴くことができる。  

 （委任）  

第９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項

は、市長が別に定める。  

   附  則 

この条例は、令和３年１０月１日から施行し、同日以後に公告その他の

申込みの誘引が行われる公契約について適用する。  
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瀬戸市公契約条例施行規則をここに公布する。  

令和３年７月２６日 

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市規則第１７号 

瀬戸市公契約条例施行規則  

（趣旨）  

第１条 この規則は、瀬戸市公契約条例（令和３年瀬戸市条例第２１号。

以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（特定公契約）  

第２条 条例第２条第２号の特定公契約は、次に掲げる公契約に該当する

ものとする。  

 ⑴ 予定価格が５，０００万円以上の工事の請負契約  

 ⑵ 予定価格が１，０００万円以上の次に掲げる業務の委託に関する契  

  約 

ア 市庁舎の清掃の業務  

イ 市庁舎の電話交換又は受付の業務  

ウ 給食調理の業務  

２ 前項第２号の予定価格は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該

各号に定める額とする。  

⑴ 契約期間が１年以下の契約  予定価格の額  

⑵ 契約期間が１年を超える契約  予定価格を契約月数で除して得た額

に１２を乗じて得た額  

（契約書の記載事項）  

第３条 特定公契約の契約書には、適正な労働条件の確保についての報告

に関する特約条項（別記様式）を添付しなければならない。ただし、契
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約書中に当該特約条項に掲げる内容を記載する場合は、この限りでない。 

（委任） 

第４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。  

   附  則 

この規則は、令和３年１０月１日から施行し、同日以後に公告その他の

申込みの誘引が行われる特定公契約について適用する。  
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別記様式（第３条関係）  

適正な労働条件の確保についての報告に関する特約条項  

 （総則）  

第１条 この特約条項は、発注者と受注者との契約に瀬戸市公契約条

例（令和３年瀬戸市条例第２１号）第６条に定める適正な労働条件

の確保についての報告を適用するに当たり、必要な事項を定めるも

のとする。  

２ この特約条項は、この特約条項が添付される契約と一体を成す。  

 （労働条件報告書の提出）  

第２条 受注者は、この契約の履行における自ら使用する労働者に係

る労働条件報告書を作成し、この契約締結後、速やかに発注者に提

出しなければならない。  

２ 受注者は、この契約に係る業務の一部を第三者に受注させるとき

は、当該第三者に対し、労働条件報告書を作成させ、受注に係る契

約締結後、速やかに受注者に提出させ、それらを取りまとめ、発注

者に提出しなければならない。  

３ 受注者は、受注者から業務を受注した下請負者がこの契約に係る

業務の一部を第三者に受注させるときは、当該下請負者に対し、労

働条件報告書を当該第三者に作成させ、受注に係る契約締結後、速

やかに当該第三者から当該下請負人を通じて受注者に提出させ、そ

れらを取りまとめ、発注者に提出しなければならない。数次にわた

り受注に係る契約が締結されるときも同様に取り扱うものとし、受

注者は、労働条件報告書を全ての下請負者から受注者に提出させる

ものとする。  
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瀬 戸 市公 契 約 条 例 に 係る 適 正 な 労 働 条件 の 確 保 に つ いて の

報告等に関する事務取扱要領  

（趣旨）  

第１条  この要領は、瀬戸市公契約条例（令和３年瀬戸市条例第 ２

１号。以下「条例」という。）第６条の規定に基づき、適正な労働

条件 の確 保に つ いて の報 告等 に 関し 必要 な事 項 を定 める もの と

する。  

（定義）  

第２条  この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。  

⑴  特定公契約  瀬戸市公契約条例施行規則（令和３年瀬戸市規

則第１７号）第２条の労働条件の確保について報告を求める公

契約をいう。  

⑵  契約担当者  瀬戸市契約規則（昭和４０年瀬戸市規則第１８

号）第４条第１号に規定する契約担当者をいう。  

⑶  受注者  市と工事、製造、業務委託その他の請負契約を締結

した者をいう。  

⑷  労働 者  特 定公 契約 の履 行 に係 る業 務 に 従 事す る労 働基 準

法（昭和２２年法律第４９号）第９条に規定する労働者（ 同居

の親 族 の みを 使 用す る 事 業又 は 事務 所 に 使用 さ れる 者 及 び 家

事使用人を除く。）をいう。  

⑸  下請 負 者  市以 外の 者か ら 特定 公契 約 の 履 行 に 係る 業務 の

一部を受注する者をいう。  

⑹  契約 担当 課  特 定公 契約 に 係る 事務 を所 管 する 担当 課等 を

いう。  
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（特定公契約の明示）  

第３条  契約担当者は、特定公契約に係る入札の公告その他の公契

約の申込みの誘引を行うときは、次に掲げる事項を明示するもの

とする。  

⑴  条例第６条に規定する特定公契約に該当すること。  

⑵  受注者が自ら使用する労働者に係る労働条件報告書（第１

号様式）及び下請負者に係る労働条件報告書（第１号様式）の

提出を受注者に求めること。  

⑶  特定公契約であることを明示する看板の 掲示等を受注者に

求めること。  

（労働条件報告書の提出）  

第４条  契約担当課の監督職員は、受注者に対し、労働条件報告書

（第１号様式）を作成させ、契約締結後速やかに提出させるもの

とする。  

２  契約担当課の監督職員は、受注者が業務の一部を第三者に受注

させるときは、当該受注者に対し、労働条件報告書（第１号様式）

を当該第三者に作成させ、受注に係る契約締結後速やかに当該第

三者から当該受注者に提出させ、それらを取りまとめて、契約担

当者に提出させるものとする。  

３  契約担当課の監督職員は、下請負者が業務の一部を第三者に受

注させるときは、受注者に対し、労働条件報告書（第１号様式）

を当該下請負者を通じて当該第三者に作成させ、受注に係る契約

締結 後速 やか に 当該 第三 者か ら 当該 下請 負者 を 通じ て当 該受 注

者に提出させ、それらを取りまとめて、契約担当者に提出させる

ものとする。なお、数次にわたって受注に係る契約が締結される
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ときも同様に取り扱うものとし、契約担当課の監督職員は、受注

者に対し、労働条件報告書（第１号様式）を全ての下請負者から

提出させるものとする。  

４  契約担当課の監督職員は、受注者から提出された労働条件報告

書（第１号様式）の原本を契約担当者に提出するものとする。  

（調査等）  

第５条  契約担当者は、受注者から提出された労働条件報告書（  

第１号様式）を確認した結果、必要と認める場合には、関係機関

と連携を図りながら、受注者又は下請負者（以下「受注者等」と

いう。）に対して聴取り等の調査を行うものとする。  

２  契約担当者は、関係機関と協議の上、受注者等に労働条件の改

善が必要と判断したときは、労働条件改善通知書（第２号様式）

により通知するものとする。  

３  受注者等は、前項の規定による通知を受けた場合は、労働 条件

の改善を図り、その内容について労働条件改善報告書（第３号様

式）により速やかに契約担当者に報告するものとする。  

（労働者への周知）  

第６条  契約担当者は、労働者に周知するため、受注者に対し、特

定公契約に該当することを表す看板を貸与し、労働者が見やすい

場所に掲示させるものとする。ただし、現場の状況等により看板

の掲出が困難と認める場合は、受注者と協議の上、労働者への周

知の措置として適すると認める代替の方法によることができる。 

２  受注者は、契約期間の全期間中、前項の規定による看板の掲示

等の状態を留めておき、契約期間終了後、速やかに契約担当者に

貸与された看板を返却することとする。  
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（委任）  

第７条  この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定め

る。  

附  則  

この要領は、令和３年１０月１日から施行し、同日以後に公告

その他の申込みの誘引が行われる特定公契約について適用する。 
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第１号様式（第４条関係） 

 

労働条件報告書 

年  月  日 

（宛先） 

瀬戸市長 

             受注者  所  在  地 

                  商号又は名称 

                  代表者の氏名                   

契約名  

 

区 分 項 目 回 答 

総 則 

⑴ 労働契約・雇用契約の締結に際し、労働者に対して

賃金、始業時間、就業時間、時間外労働などの労働条

件を文書で明示していますか。 

 

就業規則 

⑵ 就業規則を作成し、法令に従った方法で周知してい

ますか。また、事業場単位で労働者が１０人以上いる

場合は労働基準監督署に届出されていますか。 

 

労使協定 ⑶ ３６協定が労働基準監督署に届出されていますか。  

法定帳簿 
⑷ 法定三帳簿（労働者名簿、賃金台帳及び出勤簿）が

整備されていますか。 

 

労働時間 

⑸ 労働者が働いた実際の労働時間を把握し、記録して

いますか。 

 

⑹ 法定の年次有給休暇を付与していますか。 

賃 金 

⑺ 賃金台帳等に基づいた適正な計算により賃金が支払

われていますか。 

 

⑻ 時間外、休日等に労働させた場合、法令どおり割増

賃金を支払っていますか。 

⑼ 賃金について、通貨で全額を、労働者に直接、毎月

１回以上、一定期日を定めて支払っていますか。 

⑽ 愛知県の地域別最低賃金以上の賃金を支払っていま

すか。 

安全衛生 

⑾ 事業者は労働者に対して安全配慮義務があります

が、法令に基づく安全衛生管理体制（安全管理者の選

任等）は整備されていますか。 

 

⑿ 労働安全衛生法に基づく健康診断を雇入れ時及びそ

の後１年に１回、定期的に実施していますか。 

各種保険 
⒀ 労働保険の加入及び社会保険の加入等の手続を行っ

ていますか。 

 

「回答」欄には、はいの場合は「〇」、いいえの場合は「×」、該当しない場合は「－」

を記入してください。 

注１ 対象とする労働者の範囲：本契約案件における業務に従事する者 

 ２ 受注者が業務の一部を第三者に受注させるときは、当該第三者が報告書を記

載した上で、受注者が取りまとめて提出してください。 
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第２号様式（第５条関係）  

 

労働条件改善通知書  

 

第      号  

年   月   日  

 

         様  

 

瀬戸市長         印  

 

    年  月  日付けで提出された、        工事・業務委託

に係る労働条件報告書を確認したところ、下記のとおり不適切な事項が

確認されたので、瀬戸市公契約条例に係る適正な労働条件の確保につい

ての報告等に関する事務取扱要領第５条第２項に基づき、改善されるよ

う通知します。  

区  分  指  導  内  容  根  拠  法  令  
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第３号様式（第５条関係）  

 

労働条件改善報告書  

 

年   月   日  

（宛先）  

 瀬戸市長  

 

事業者  

 

    年  月  日付け労働条件改善通知書で通知された、       

工事・業務委託に係る指導内容については、下記のとおり改善しました

ので報告します。  

区  分  改  善  内  容  措置日  

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

瀬戸市行政管理部行政課契約検査係 

電  話：０５６１－８８－２５６０（直通） 

E-Mail：kkeiyaku@city.seto.lg.jp 

ＷＥＢ：瀬戸市ホームページ（http://www.city.seto.aichi.jp） 

「ビジネス・産業」→「入札・契約・検査」→「公契約条例」 

 

 

 

 

 


